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研究成果の概要（和文）：　国際紛争を解決する手段である国際裁判は、その判決や判断の法的拘束力ゆえに、
重要な意味を持つ。特に国際連合の主要司法機関である国際司法裁判所の判決は、当事国間の紛争の解決だけで
なく、国際法規則の明確化や発展にも寄与するものである。
　本研究では、具体的な事例の検討を通じて、国際司法裁判所の判決の履行の過程と国際紛争の最終的な解決へ
の寄与のあり方を考察した。その結果、国際司法裁判所の判決を生かした国際紛争の最終的解決のめには、紛争
当事国の紛争解決に向けた強い意思と協力が重要であることが明らかになった。また、適切な場合には、国際組
織や第三国が判決の履行過程での紛争当事国への援助が必要かつ適切である。

研究成果の概要（英文）： International Adjudication is one of the principal means to settle 
international disputes because of the legally binding effect of the decision. In particular, the 
judgments of the International Court of Justice, the principal judical organ of the United Nations, 
have played important role not only in the settlment of the dispute between the parties but also in 
the clarification and development of international legal rules.
 In the present research, the process of compliance with the judgments of the International Court of
 Justice by the parties is examined by analyzing the precedents. It can be concluded that the 
willingness and cooperatoin of the parties to settle the dispute plays a key role in the final 
settlement of the dispute on the basis of the judgment of the International Court of Justice. It 
should also be noted that the assistance of international organizations and third States may be 
effective and required in appropriate cases.   

研究分野： 国際公法

キーワード： 国際司法裁判所　判決の履行　国際紛争の平和的解決　国際紛争の最終的解決　領土又は海洋の境界　
国際法と国内法
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 国際司法裁判所（以下、ICJ）は国連の唯
一の主要司法機関であり、その判決は、国連
憲章第 94 条と ICJ 規程第 59 条によれば、付
託された紛争の当事者間でその事件に関し
てのみ、法的拘束力があり、ICJ の裁判に従
うことは国連加盟国の義務である。他方、国
際社会では、ICJ の判決の履行を確保するた
めの執行機関が存在しないため、判決の履行
は主権国家である当事国の判断に委ねられ
ることになる。ICJ の判決は紛争の終点では
なく、紛争の最終的解決に向けた判決後の過
程の出発点であるという指摘はこのような
事情によるものである。現実の紛争では、ICJ
の判決は多くの場合、事件の当事国によって
受け入れられているとされる。ただし、判決
の通りではない内容で、両当事国が紛争を解
決した事例もある。ICJ の判決が当事者間の
紛争の最終的な解決にどのような効果を持
ってきたのかは必ずしも十分に検討されて
きていない。 
 
２．研究の目的 
 ICJ の判決後、どのような過程を経て当事
国間の紛争が最終的に解決されるのか、また
その過程で、ICJ の判決がいかなる意味を持
つのかを分析することが本研究の目的であ
る。 
 
３．研究の方法 
 ICJ の判決後、どのような過程を経て紛争
が解決されるに至ったか、及びその過程で、
判決の内容がどのように活かされたかを、資
料の調査や関係者からのヒアリングを通じ
て検証する。 
 
４．研究成果 
(1) ICJ に付託される事案 

ICJ の判決の履行の過程を検討する場合、
領土又は海洋の境界に関する紛争の事案と、
国家の国際法上の違法行為が問題になる事
案を区別して検討することが適切であると
考える。前者の場合、ICJ の手続それ自体は
2 国間に限定されるものであるが、判決後当
事者間で確定される領土や海洋の境界は、国
際法上、第三国にもこれを尊重する義務を生
むものであり、また、境界に関する紛争の解
決が関係する地域の安定や秩序に貢献する
ことも多い。このような観点から、境界画定
に関する紛争の解決の意義は、2 国間に限定
されるものではない。これに対し、後者の事
案では、原則として、2 国間に限定される紛
争が前提となる。ただし、今日では、一国の
国際法違反の行為が関係諸国、又は国際社会
全体の関心事項となる場合もあるので、この
点については特別な留意が必要である。 
(2)領土又は海洋の境界に関する紛争 
このカテゴリーの紛争の場合、判決後の両

当事者の対応は、ICJ の判決そのものを受け
入れることで、両当事国間の紛争が解決に至

る（ICJ の判決に直接的な効果がある）場合
と、判決後の交渉によって、両当事者間で境
界に関する合意が達成される（ICJ の判決の
間接的効果）場合がある。前者では、ICJ が
判断した境界を両国間の境界とする条約が
締結される。後者の場合も、最終的には両当
事者間で条約が締結されることになるが、当
該条約で定められる境界は、両当事者が ICJ
の判決を基礎として交渉を行った結果、合意
されたものであって、ICJ の判決で示された
ものと一致する必要はない。 
このカテゴリーの判決について、もう 1 点

注目される点は、領土又は海洋の境界に関す
る紛争が ICJ に付託される場合、両当事国間
の紛争全体ではなく、そのうちの最も重要な
点、あるいは当事国が ICJ による判断が行わ
れることに同意できる論点又は場所に焦点
を絞って、ICJ の判断が求められる場合が多
いことである。こうした事案では、ICJ の判
決は、当事者が要請した論点に限定した判断
を示すものとなる。しかし、判決後の両国間
の交渉では、そうした限定的な論点の解決が
両者の関係に変化をもたらしたり、その判断
の根拠が境界画定全般に関する基本的なア
プローチを示したりしうる。その結果、判決
を基礎とした両国間の交渉により、境界全体
に関する合意が達成される事例が見られる。
これらは、両当事国が ICJ の判決を紛争解決
に効果的に利用した成功例と評価すること
ができる。 
さらに、国際社会や地域の安定という観点

から重要であると考えられることは、判決後
の交渉過程に国際組織や第三国が積極的に
関わり、両当事者の合意の達成の促進に貢献
した事例が見られることである。特にアフリ
カ地域の紛争については、こうした事例が見
られる。最も代表的な事例として、カメルー
ン対ナイジェリアの領土及び海洋の境界に
関する紛争事件がある。この事件の場合、ICJ
の判決後、両当事国の依頼により、国連の事
務総長が両国間の交渉を援助するための委
員会を設立した。この委員会には欧州の主要
国も参加し、最終的に陸の境界と海洋の境界
のそれぞれについて、協定が締結され、紛争
が最終的に解決された。 
この事例に典型的にみられるように、アフ

リカ地域の紛争は ICJ の判決後、国連やアフ
リカ連合（以下、AU）、欧州諸国が、判決に
基づいた交渉を円滑に進めるための援助を
積極的に行っており、紛争当事国もこうした
援助を活用していることがわかる。また、ラ
テンアメリカ諸国の場合は、ICJ への紛争の
一方的付託を促進するためのボゴタ規約が
締結されており、ICJ による紛争解決に積極
的である。ヒアリングによれば、ラテンアメ
リカ諸国は、この地域の国家間の紛争を国際
裁判所によって解決することへの信頼や、国
際裁判所の判決の誠実な履行の意義につい
ての共通の認識があり、これが判決の自主的
な履行につながっているとのことである。 



(3)国際法上の義務に違反に関する紛争 
 ICJ の裁判では、国家が国際法上の義務に
違反したか否かが問われる事案も多い。伝統
的には、国際法違反の行為については、金銭
賠償の支払いが命令される判決が多かった
が、1990 年代以降、原告国が国際法違反の
行為や事態の是正のための具体的な措置を
とることを命令する判決をICJに要請する事
案が増加している。 
そうした訴訟の中でも、国内法制度や、国

内の裁判所の決定又は判決の見直しの指示
を要請する事案は特に注目されなければな
らないと考えた。伝統的に、国内法の立法措
置やその適用、及び司法裁判制度は国家主権
の尊重原則によって、他国が介入できるもの
ではないと考えられてきた。しかし、現在の
国際社会では、条約によって規定された義務
の履行のために、各国が国内法制度を調整す
る必要がある場合が多くなっており、そうし
た調整が十分ではないときに、条約の下での
義務の不履行に関する紛争として、国内法制
度の不備や国内の裁判所の決定や判決と国
際法上の義務の整合性が問われることにな
るのである。 
例えば、訴追又は引渡しの義務事件では、

セネガルに滞在する元チャド大統領アブレ
氏の拷問等に関する訴追の手続が問題とな
った。ベルギーは、拷問等禁止条約に規定さ
れている訴追か引渡しの義務を根拠として、
セネガルが国内法上の刑事手続を取らない
場合、自国への引渡しを求めた。セネガルは、
拷問等禁止条約の締約国ではあったが、この
条約の下での義務の履行を十分に担保する
国内法制度を構築しておらず、さらにベルギ
ーの引渡し要請については、同国の裁判所が
これに応ずるべきではないとの判断を示し
たため、引渡しの要請にも応じていなかった。
ICJ は判決で、セネガルの拷問等禁止条約の
下での訴追か引渡しの義務の違反を認定し、
セネガルに対して、この義務の履行を求めた。
この判決後、AU とセネガルの協定に基づき、
セネガルの国内刑事法制度で、「特別アフリ
カ裁判部」が設置され、刑事裁判手続が始ま
った。2017 年 4 月には、控訴手続での判決
が出された。この例は、紛争の最終的解決を
超えて、より広い国際的な意味を持つ問題の
最終的な解決に ICJの判決が一定の役割を果
たしたものと評価することができる。 
国内法制度や、国内の裁判所の決定又は判

決と国際法規則の整合性の問題は、ウィーン
領事関係条約第 36 条の違反が問題になった
ラグラン事件（ドイツ対米国）、アヴェナ等
メキシコ国民事件（メキシコ対米国）、外務
大臣の特権免除が問題になった逮捕状事件
（コンゴ民主共和国対ベルギー）、国家免除
の原則が問題になった国家免除事件（ドイツ
対イタリア）等、先進国が被告国となった事
件でも論点となっている。これらの事例でも、
原告が求めたのは、金銭賠償ではなく、国際
法の違反となる国内法制度や、国内の裁判所

の決定又は判決の是正であった。いずれの事
例でも、原告国の主張が認められ、被告国が、
国際法に違反する状態を生む国内法制度の
是正や国内裁判所の決定又は判決の再検討
を命令する判決が出された。これらの事例の
多くで、被告国は判決に従い、自主的に国内
法上の対応措置をとり、ICJ が違法であると
判断した事態の是正を図った。ただし、アヴ
ェナ他メキシコ国民事件の判決については、
米国の連邦最高裁判所が、ICJ の判決に従う
義務がないことを認める決定をしたことに
は留意が必要である。 
なお、これらの国内法制度や、国内の裁判

所の決定又は判決の見直しに関する事例に
は、特定の条約の当事国全体、又は国際社会
全体の共通利益に関わるような論点が含ま
れており、ICJ の判決やその履行について、
紛争当事国だけでなく、他の諸国も関心を持
つものであったことも付言しておかなけれ
ばならない。 
 (4)ICJ の判決の履行過程における国家の意
思と国際協力の重要性 

ICJ の判決は、それ自体が紛争の解決を意
味するものではなく、判決後の交渉過程や敗
訴した国による判決の履行方法の検討の過
程の出発点となる。 
領土又は海洋の境界に関する紛争では、紛

争解決の実現のための両当事国の強い意思
や協力が不可欠であり、事情によっては、国
際組織や第三国の支援も重要な意味を持ち
うる。 
国際法上の義務の違反に関する紛争では、

特に、国際法と国内法の接点が多くなり、国
際法上の義務の履行のために国内法の調整
が必要となる例が多くなっている今日、ICJ
の判決が国内法に与える影響が大きい。その
ような判決の履行においては、敗訴した国の
自主的な措置が重要な意味を持つ。 
(5)研究期間中の新たな動き 
 歴史的にみれば、ほとんどの事例で、裁判
に敗訴した国家は ICJの判決に何らかの形で
従ってきている。その意味で、国連の主要司
法機関としての ICJ は、その判決の法的拘束
力と権威によって、国際紛争の解決に貢献し
てきていると評価できる。このことは国際社
会における法の支配の実現に関しての国際
裁判制度の意義を示すものである。 
しかし、本研究の期間中に必ずしもそうし

た積極的な評価ができない現象が生まれて
いる事例が見られるようになったことを指
摘しなければならない。領土又は海洋の境界
に関する先例の中では、領土と海洋紛争事件
（ニカラグア対コロンビア）事件では、両当
事者に不満が残る内容の判決となった。コロ
ンビアはこの事件を機に ICJへの紛争の一方
的付託を規定するボゴタ規約から脱退した。
他方、ニカラグアは、コロンビアの判決の履
行が不十分であるとする紛争と ICJが判断を
示さなかった200海里以遠の大陸棚の境界画
定についての紛争を新たに ICJ に付託した。



また、国家の行為の国際法違反が問われた事
例の中では、アヴェナ他メキシコ国民事件で、
メキシコは米国が ICJの判決を履行していな
いとして、判決の解釈請求を行った。これら
の先例は、ICJ の判決の意義や裁判手続その
ものに対するある種の疑義を示すものにな
る可能性がある。 
さらに、ICJ での裁判ではないものの、国

連海洋法条約第 15 部の義務的裁判制度が利
用された、アークティック・サンライズ号事
件（オランダ対ロシア）と南シナ海の仲裁事
件（フィリピン対中国）で、いずれも被告国
が仲裁裁判手続に出廷することを拒否し、そ
れぞれの仲裁判断についても、その履行を拒
否するとした。この 2 つの事例は、国際裁判
所の判決や判断の履行確保のための強制的
な制度がない国際社会では、特に大国が国際
裁判所の判決や判断の履行を拒否する場合、
決定的な解決が存在しないことを改めて感
じさせるものとなったことは否定できない。
ただし、これらの 2 つの事例の後も、2016
年にウクライナがロシアを相手として、国連
海洋法条約附属書 VII の仲裁裁判に紛争を付
託したことは注目に値する。この裁判は、仲
裁裁判所がその作業を開始したばかりであ
るが、今後の手続の進行は注目に値する。 
こうした国際裁判所の新たな動向を踏ま

えつつ、国際裁判の結果を国際紛争の最終的
解決にどのような活かすことが望ましいの
かの検討が、本研究から見出した次の課題で
ある。 
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